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2.内容

人材版伊藤レポート2.0

人材課題に対応するためのヒントを知りたい

1.概要 ・2020年9月に公表された「人材版伊藤レポート」をさらに深掘り・高度化し2.0として2022年5月公表。
・人的資本経営をどのように実践していくかのアイディアの引き出しを提示するもの。

経産省「人的資本経営」のページはこちら

人
材
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https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/pdf/report2.0.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/index.html


７

中小企業・小規模事業者 人材活用ガイドライン

人材課題に対応するためのヒントを知りたい

1.概要 地域企業の経営者や人事責任者が、経営課題の背景にある本質的な課題を見いだし、人材戦略の
検討を進めるためのステップ・ポイントを整理。
人材活用事例集とともに令和5年6月に中小企業庁が公表。

○問い合わせ先
中小企業庁 経営支援部 経営支援課
電話：03-3501-1511

「人材活用ガイドライン」紹介動画
中小企業の皆様／経営支援機関の皆様

人
材
確
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着

人
材
育
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性
向
上

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/hitodebusoku/guideline/guideline.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/hitodebusoku/guideline/jirei.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yrEYPkEi0y8
https://www.youtube.com/watch?v=X8CxkavzHcw


○問い合わせ先 東北経済産業局 産業人材政策室 ℡：022-221-4881（直通）

「外部人材活用」の事例動画（経産省）
1.概要

2.内容

副業・兼業人材について知りたい

実際に副業・兼業、プロボノといった外部人材を社内に
受け入れ、高度な業務や専門分野において協業を進めている
東北地域の企業の事例について、外部人材（個人）や
マッチングコーディネート機関のインタビューと共に紹介。

8

種別 企業名 所在地 主な事業概要 主な外部人材活用目的 コーディネート機関

1 副兼 (株)マルジンサンアップル
青森県
平川市

りんご生産・加工
人材戦略の見直し プラットフォームあおもり

2 副兼 (株)北三陸ファクトリー
岩手県
洋野町

水産養殖・
加工販売

経営戦略立案 ETIC.

3 副兼 (株)丸山運送
宮城県
仙台市

総合物流
社内業務フローの改善 サーキュレーション

4
プロ
ボノ

(株)さんりくみらい
宮城県
気仙沼市

農産物・水産物の
加工販売

新規顧客・販路の開拓 IMPACT Foundation 
Japan

5 副兼 (有)かまくらミート
秋田県
横手市

食肉総合卸・
加工販売

販路開拓、販売戦略の策
定

秋田プロフェッショナル
人材戦略拠点

6 副兼 (株)ニューテックシンセイ
山形県
米沢市

電子機器・
産業用機器製造

マーケティング、SNS活
用、ECサイトの再構築

山形プロフェッショナル
人材戦略拠点

7
プロ
ボノ

(同)とびしま
山形県
酒田市

観光業・
飲食業

新商品（サービス）開発 IMPACT Foundation 
Japan

8 副兼 (株)起点
福島県
いわき市

コットン製品の
製造・販売

企業及び製品の広報・PR いわき信用組合
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https://www.tohoku.meti.go.jp/s_sangi_jinza/topics/230512_2.html
https://www.youtube.com/watch?v=3steNdLEotQ
https://youtu.be/E9-QCG6RtdY
https://youtu.be/LmYQGAZUrVI
https://youtu.be/KI4X4Rb76sM
https://youtu.be/8Gxd1_dRxnM
https://youtu.be/3-IGGtFvnck
https://youtu.be/ldlJFaYL7x8
https://youtu.be/fLUw1oiX7nQ


リーフレット「外部人材活用のススメ」（経産省）
1.概要

2.内容

副業・兼業人材について知りたい

中小企業の経営課題解決のための副業・兼業、プロボノ人材活用について、東北地域の外部人
材活用企業60社を対象に行ったヒアリングと経営分析の結果をもとに、活用のメリットや好事例に
関してのリーフレットを作成。

9
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◆ダウンロード、使用について
ご自由にダウンロード、印刷してご活用ください（印刷の際はA3サイズにて短辺とじで両面印刷の上、半分に折っていただくことをお勧めします）。利用に当たって、東北経済産業局へ申請や連絡をいただく必要はありません。

○問い合わせ先 東北経済産業局 産業人材政策室 ℡：022-221-4881（直通）

https://www.tohoku.meti.go.jp/s_sangi_jinza/topics/pdf/240325.pdf


▲募集を行った（有）ヤマキイチ商店はホタテを中
心として、ブランド水産物の卸し/EC事業を手掛け
ている。

10

(株)ヤマキイチ商店（釜石市）

▲ホタテ等の三陸地域の水産物を主に首都圏でPRする複業者を募集。
首都圏のITコンサルタントと広告代理店勤務の2名の採用に成功した。

岩手県釜石市での副業社員採用に関して、採用された方には、市の関係人口として、市の商工担当者からの
地域案内、地域の経済課題の議論や、移住の可能性がある場合には、公営住宅の空き部屋への宿泊等の
調整をするなどの連携が開始した。

副業人材活用事例、自治体との連携
人
材
確
保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

資料：(株)パソナ東北創生作成
（R5支援機関ネットワーク事業）



11

(有)大槻ファーム（丸森町）

ワークショップとメンタリングを通じて、企業のビジョンを明確化。その上で、自社の採用課題の一つが情報発信に
あるという仮説のもと、採用する人材要件に沿って採用戦略を策定。広報人材は、仕事量からフルタイムでの採
用が向いていないと判断し外部人材採用メディアを通じて採用活動を実施した。

▲宮城県丸森市の養豚業者
（有）大槻ファーム

▲R5委託事業のワークショップに参加
（七十七銀行、商工会等との壁打ち）

新規求人
（Web・紙での広

報担当）

採用に成功
（外部人材）

▲新規の副業求人の組成・マッチング
【ダブルワークみやぎ（宮城県の副業・兼業マッチングサイト）】

既存求人
（養豚業務担当）

採用に成功
（正社員）

副業人材活用事例、支援機関ネットワーク構築
人
材
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保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

資料：(株)パソナ東北創生作成
（R5支援機関ネットワーク事業）



○問い合わせ先
青森県  ℡：017-735-6550 岩手県  ℡：019-631-3828 宮城県 ℡： 022-341-6033  

      秋田県 ℡：018-860-5624 山形県 ℡：023-647-0665 福島県 ℡：024-525-4091

プロフェッショナル人材戦略拠点（内閣府）
1.概要

2.内容

右腕・中核人材の活用について相談したい

外部人材活用による地域企業の経営課題解決を後押しするため、各道府県に設置されている
プロフェッショナル人材戦略拠点が、地域企業とプロフェッショナル人材のマッチングをサポート。

12
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https://www.pro-jinzai.go.jp/kyoten/aomori/
https://www.pro-jinzai.go.jp/kyoten/iwate/
https://www.pro-jinzai.go.jp/kyoten/miyagi/
https://www.pro-jinzai.go.jp/kyoten/akita/
https://www.pro-jinzai.go.jp/kyoten/yamagata/
https://www.pro-jinzai.go.jp/kyoten/fukushima/
https://www.pro-jinzai.go.jp/
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(株)ファーストインターナショナル（八戸市）

プロフェッショナル人材戦略拠点 活用事例
人
材
確
保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

資料：プロフェッショナル人材活用ガイドブック2024より抜粋

https://www.pro-jinzai.go.jp/jirei/files/r05_guidebook.pdf
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(株)高山（塩竈市）

プロフェッショナル人材戦略拠点 活用事例
人
材
確
保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

資料：プロフェッショナル人材活用ガイドブック2023より抜粋

https://www.pro-jinzai.go.jp/jirei/files/r04_guidebook.pdf
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(株)三栄機械（由利本荘市）

プロフェッショナル人材戦略拠点 活用事例
人
材
確
保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

資料：プロフェッショナル人材活用ガイドブック2023より抜粋

https://www.pro-jinzai.go.jp/jirei/files/r04_guidebook.pdf


16

先導的人材マッチング事業（内閣府）

経営人材を確保したい
人
材
確
保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

東北管内採択事業者

 あおもり創生パートナーズ
 いわぎんリサーチ

＆コンサルティング
 北日本銀行
 秋田銀行
 北都銀行
 仙台銀行キャピタル

＆コンサルティング
 七十七ヒューマンデザイン
 山形銀行・TRYパートナーズ
 きらやか銀行
 荘内銀行
 東邦銀行
 福島銀行

事業スキーム

※過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び小笠原諸島振興開発特別措置法で規定される条件不
利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村

○本事業に関する問い合わせ先（実施主体の金融機関用）
内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局 内閣府地方創生推進室 ℡：03-6257-1412

（人材マッチングを希望される企業様においては、採択金融機関にお問い合わせください）

1.概要 地域の中堅・中小企業の経営課題等を把握している地域金融機関等が、取引先等の人材ニーズを
調査・分析し、人材紹介会社と連携するなどしてハイレベルな経営人材等のマッチングを行う取組に対
して支援を行うことにより、地域の中堅・中小企業の成長・生産性の向上の実現を目指す。

https://pioneering-hr.jp/


17

地域企業経営人材マッチング促進事業（金融庁）

経営人材を確保したい
人
材
確
保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

○問い合わせ先
金融庁 監督局総務課
人材マッチング推進室
tel：03-3506-6000

大企業から地域の中堅・中小企業への人の流れを創出し、地域企業の経営人材確保を支援するため、
地域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩＣ）に人材リストを整備し、地域金融機関等による人材マッチ
ングを推進。転籍型、兼業・副業型、兼業・副業型又は在籍出向型のうちいずれか。

事業スキーム

 あおもり創生パートナーズ
 みちのく銀行
 いわぎんリサーチ＆コンサルティング
 北日本銀行
 東北銀行

 山形銀行・TRYパートナーズ
 きらやか銀行
 荘内銀行
 東邦銀行
 福島銀行
 大東銀行

 仙台銀行キャピタル＆コンサルティング
 七十七ヒューマンデザイン
 石巻商工信用組合
 秋田銀行
 北都銀行

東北管内登録地域金融機関

1.概要

https://www.revicareer.jp/


高度外国人材活躍推進ポータル（経産省）
1.概要

2.内容

外国人材について知りたい

産学官関係者の連携を通じて、東北地域における高度外国人材のリクルーティング等を促進する
「東北高度外国人材活躍推進コンソーシアム」の設立に合わせて、2024年3月に開設。
高度外国人材を活用したい企業や働きたい
外国人材向けに、幅広い情報を掲載している。

○問い合わせ先 東北経済産業局 国際課 ℡：022-221-4907（直通）もしくは 最寄りのJETRO

地域ごとの情報

18
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https://www.jetro.go.jp/hrportal/
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html


特定技能外国人制度ポータルサイト（経産省）
（経産省所管：工業製品製造業分野）

1.概要

2.内容

外国人材について知りたい

工業製品製造業分野において、特定技能外国人の受入れを検討している国内事業者および外国人
材向けに、制度の紹介や関連資料をはじめ、FAQや相談窓口について掲載している。

○問い合わせ先
＊製造業分野企業向け特定技能外国人材制度相談窓口  専用回線：03-6838-0058
＊製造業分野特定技能外国人（もしくはなろうとする方）向け相談窓口 多言語コールセンター  専用回線：050-2018-6773 19
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☞繊維業における特定技能制度の活用に向けたWEB説明会（2024.9.4）

• 出入国在留管理庁（特定技能制度の概要について） 【 資料 】
• 経済産業省 説明資料（繊維業の上乗せ４要件について） 【 資料 】
• 日本繊維産業連盟 説明資料（特定技能外国人の雇用手続き） 【 資料 】

参考

https://www.sswm.go.jp/
https://www.sswm.go.jp/
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/contact_list.html
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/#:~:text=%E7%B9%8A%E7%B6%AD%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%89%B9
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/240904_isa_movie.mp4
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/pdf/240904-1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/240904_meti_movie.mp4
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/pdf/240904-2.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/240904_jtf_movie.mp4
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/pdf/240904-3.pdf


高度外国人材活躍事例
1.概要

外国人材の活用事例を知りたい

「東北高度外国人材活躍推進コンソーシアム」の対象地域にて、高度外国人材が活躍する企業を
取材し、経営者・人事担当者、外国人社員本人のインタビュー等を掲載。

○問い合わせ先 東北経済産業局 国際課 ℡：022-221-4907（直通）

エリア 企業名 業種
掲載されている高度外国人

国籍 業務内容

青森県
弘前市

(株)青南商事 総合リサイクル業 アメリカ システムエンジニア（社内ITのインフラ管理）

岩手県
盛岡市

(株)岩手ファーム 畜産業 ベトナム 経理、人事管理、技能実習生のサポート

岩手県
西和賀町

岩手 湯川温泉
「山人-yamado-」

宿泊業 ネパール フロント業務、接客

宮城県
仙台市

(株)Sola.com 情報サービス業 マレーシア システムエンジニア（サイバーセキュリティ）、外国人社員の採用・サポート

宮城県
南三陸町

(株)タカノ鐵鋼
一般鉄骨加工業、
建設業

ベトナム CAD技術者（鉄骨の一般図面作成）

山形県
山形市

(株)エム・エス・アイ 情報サービス業 モンゴル システムエンジニア（WEBアプリケーションの設計・開発）

山形県
山形市

スズキハイテック(株)
製造業
(表面処理業)

インドネシア 新規事業開発、営業

山形県
朝日町

(株)ニクニアサヒ 製造業 インドネシア
エンジニア（生産工程の改善、治具設計、設計のVE提案、設備導入計
画の立案・履行、PLC（制御装置）プログラム作成）

福島県
本宮市

(株)光大 製造業 ネパール 海外営業
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https://www.jetro.go.jp/hrportal/region/tohoku/jirei.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/hrportal/region/tohoku/pdf/01.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/hrportal/region/tohoku/pdf/02.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/hrportal/region/tohoku/pdf/03.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/hrportal/region/tohoku/pdf/03.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/hrportal/region/tohoku/pdf/04.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/hrportal/region/tohoku/pdf/05.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/hrportal/region/tohoku/pdf/06.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/hrportal/region/tohoku/pdf/07.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/hrportal/region/tohoku/pdf/08.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/hrportal/region/tohoku/pdf/09.pdf


外国人生活支援ポータルサイト（出入国在留管理庁）

外国人材の支援ツールを知りたい
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多言語での生活・就労ガイドブック（電子版）や行政機関の相談窓口及び地方公共団体の相談窓口、
災害時に役立つ情報など、日本で生活する外国人住民の生活や就労において有用な情報を掲載。

○問い合わせ先 出入国在留管理庁
℡：03-3580-4111（法務省代表）

在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン

多文化共生や日本語の有識者、外国人を支援する団体の関係者などを集めた在留支援のためのやさしい日本
語ガイドラインに関する有識者会議を開催し、やさしい日本語を活用している地方公共団体や外国人の意見を
聞いて作成したもの。

その他、震災・災害に関する情報や、マイナンバーカードの
特設サイト、新型コロナ感染症情報等の情報も掲載している。

在留手続や、年金制度、日常生活における習慣等、
日本に在留するうえでの基礎的情報について取りまと
め、16言語とやさしい日本語で作成。

「生活・就労ガイドブック」

1.概要

「生活・仕事ガイドブック」
▷動画はこちら（政府広報オンライン）

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/plainjapanese_guideline.html#midashi03
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/12_00130.html
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/mynumbercard.html
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/mynumbercard.html
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/covid19.html
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/guidebook_all.html
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/guidebook_index.html
https://www.gov-online.go.jp/prg/prg25045.html


外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック

外国人材の支援ツールを知りたい
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企業が外国人留学生等の多様性に応じた採用選考や採用後の柔軟な
人材育成や処遇等を実践できるよう押さえておくべき12項目（チェックリスト）
やベストプラクティス集等をとりまとめたもの。
文科省・厚労省・経産省の3省共同により令和2年2月に策定。

○問い合わせ先 経済産業省 産業人材課 ℡：03-3501-2259

外国人留学生等の多様性に応じた採用選考や
採用後の柔軟な人材育成や処遇等を実践する際
に押さえておくべき12項目を整理

▲チェックリストの各項目について、必要性や
具体的な取組内容、期待される効果等を解説

▲チェックリストの項目に対応する
取組を実践する企業事例を紹介

1.概要

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/ryugakusei_katsuyaku_pt/pdf/20200228_01.pdf


在留資格一覧（入管庁）

外国人材の在留資格を知りたい

23

人
材
確
保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

在留資格 該当例

外交 外国政府の大使、公使等及びその家族

公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族

教授 大学教授等

芸術 作曲家、画家、作家等

宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等

報道 外国の報道機関の記者、カメラマン等

高度専門職 ポイント制による高度人材

経営・管理 企業等の経営者、管理者等

法律・会計業務 弁護士、公認会計士等

医療 医師、歯科医師、看護師等

研究 政府関係機関や企業等の研究者等

教育 高等学校、中学校等の語学教師等

技術・人文知識・

国際業務

機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講

師等

企業内転勤 外国の事務所からの転勤者

介護 介護福祉士

興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手等

技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者等

特定技能 特定産業分野（注１）の各業務従事者

技能実習 技能実習生

（注２）資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる。

在留資格 該当例

文化活動 日本文化の研究者等

短期滞在 観光客、会議参加者等

留学 大学、専門学校、日本語学校等の学生

研修 研修生

家族滞在 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子

在留資格 該当例

特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等

在留資格 該当例

永住者 永住許可を受けた者

日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子

永住者の配偶者等
永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引

き続き在留している実子

定住者 日系３世、外国人配偶者の連れ子等

就労が認められる在留資格（活動制限あり）

就労が認められない在留資格（注２）

就労の可否は指定される活動によるもの

身分・地位に基づく在留資格（活動制限なし）

（注１）介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車
整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業
、木材産業（令和６年３月２９日閣議決定）

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html


技術・人文知識・国際業務／高度専門職（入管庁）

外国人材の在留資格を知りたい
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在留資格
日本において
できる活動

該当例
在留
期間

主な要件 備考

技術・人文知識・国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づ
いて行う理学、工学その他の自然
科学の分野若しくは法律学、経済
学、社会学その他の人文科学の分
野に属する技術若しくは知識を要す
る業務又は外国の文化に基盤を有
する思考若しくは感受性を必要とす
る業務に従事する活動

コンピュータ・プログラマー、
CAD及びCAEのシステム
解析、機械工学の技術者、
建築・土木における研究
開発

5年、3年、
1年又は3
月(更新回
数に制限な
し)

該当する活動・上陸許可基準についてはこちら
• 在留者数：394,295人（2024年6月末

時点）マーケティング支援業務、
経営コンサルタント

民間の語学教師、通訳・
翻訳、デザイナー

高度専門職

【1号ｰイ】
研究、研究の指導or教育。
(在留資格「教授」「研究」等の活
動を想定)

大学教授、民間の研究者

5年ごとの
更新(更新
回数に制
限なし)

• 高度人材ポイント制 70点以上 等

• 在留者数：26,803人(2024年６月末
時点)

• 在留手続き

【1号ｰロ】
自然科学or人文科学の分野に属
する知識or技術を要する業務
(在留資格「技術・人文知識・国際
業務」「企業内転勤」等の活動を想
定)

エンジニア、プログラマー、
営業、マーケティング、企
画、商品開発、カスタマー
センターなどの顧客部門

【1号ｰハ】
経営or管理業務
(在留資格「経営・管理」等の活動
を想定)

企業の経営者、管理部門
（総務、経理・財務、人
事・労務、法務、広報）

【2号】
1号を含めたほぼ全ての就労資格の
活動に係る業務

ー 無期限

• 高度専門職1号で3年以上の活動
• ほか特定の要件（素行が善良、日本国の

利益に合致しているなど）

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities02_00004.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/001366995.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00047.html
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00047.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001655.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/newimmiact_3_procedure_index.html


特定技能／技能実習（入管庁）

外国人材の在留資格を知りたい
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在留資格
日本において
できる活動

該当例
在留期

間
主な要件 備考

特定技能

【1号】
特定産業分野に属する相
当程度の知識又は経験
を必要とする技能を要する
業務。

介護、ビルクリーニング、工業製品製
造業(※)、建設、造船・舶用工業、
自動車整備、航空、宿泊、自動車
運送業、鉄道、農業、漁業、飲食
料品製造業、外食業、林業、木材
産業（16分野）

※機械金属加工、電気電子機器
組立て、金属表面処理、紙器・段
ボール箱製造、コンクリート製品製造、
RPF製造、陶磁器製品製造、印
刷・製本、紡織製品製造、縫製

1年を超えない
範囲内で法務
大臣が個々の
外国人につい
て指定する期
間ごとの更新
(最長で通算5
年

＜技能水準＞
• 製造分野特定技能1号評価試験

＜日本語能力＞
• 国際交流基金日本語基礎テスト

or
• 日本語能力試験（Ｎ４以上）

• 在留者数：251,747人(2024年6月
時点)

• 日本国内で人手不足が深刻とされてい
る特定産業分野において、即戦力となる
外国人材を受け入れることを目的とする。

• 経産省所管は「工業製品製造業分野
（旧 素形材・産業機械・ 電気電子情
報関連製造業分野）」

• R6.3.29閣議決定により、対象分野等
追加【2号】

特定産業分野に属する熟
練した技能を要する業務。

1号から介護、自動車運送業、鉄道、林
業、木材産業を除いた11分野

3年、1年又は
6ヶ月ごとの更新
(更新回数に制
限なし)

＜技能水準＞
• 「製造分野特定技能２号評価試験」

及び「ビジネス・キャリア検定３級」
or

• 「技能検定１級」

＜日本語能力＞
• 製造業企業における実務経験

※試験による確認は不要

技能実習

【1号】
技能実習計画に基づいて講
習を受け、及び技能等に係る
業務に従事する活動

【2号・3号】
技能実習計画に基づいて技
能等を有する業務に従事する
活動

ー

1号1年以内、2
号2年以内、3
号2年以内
(最長5年)

＜技能水準＞
[入国時]
• 本邦において従事しようとする業務と同種の業

務に、外国において従事した経験等を有し、又
は技能実習を必要とする特別の事情があること

[1年目(1号)→2年目(2号)]
• 基礎級 学科試験、実技試験 合格
[3年目(2号)→4年目(3号)]
• 3級 実技試験 合格
[帰国時]
• 2級実技試験 受検

＜日本語能力＞
なし（介護職種のみ入国時N4レベルの日本語要

件あり）

• 在留者数：425,714人（2024年6月末
時点）

• 日本の技術を本国（開発途上地域）へ持ち
帰ってもらうことによる、国際貢献を目的とする。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/technicalinterntraining.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/gi-tetuduki2.pdf
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外国人材の在留資格を知りたい

技能実習制度の仕組み

26

https://www.otit.go.jp/files/user/231130-001.pdf
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外国人材の在留資格を知りたい

育成就労制度（制度見直しのイメージ図）

27

※ 令和9年４月から６月までに
施行予定

今回の法改正は、
技能実習制度に替えて人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設し、これまで技能実習制度において指摘されてきた制度目的
と実態のかい離や外国人の権利保護などの課題を踏まえ、制度の適正化を図った上で、育成就労制度と特定技能制度との連続性を高める
ことで、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできる道筋を明確化し、長期にわたり我が国の産業を支える人材を確保することを目指す
ものです。

https://www.moj.go.jp/isa/01_00461.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/001415280.pdf


留学／特定活動（入管庁）

外国人材の在留資格を知りたい

28

人
材
確
保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

在留資格
日本において
できる活動

該当例
在留期

間
主な要件 備考

留学
この在留資格に該当する
活動

大学、短期大学、高等専門学校、
高等学校、中学校及び小学校等の
学生・生徒。

最長4年3ヶ月

高等学校以上の場合
＜日本語能力＞
• 大学、高等専門学校等
• 日本語能力試験Ｎ２相当以上

専修学校、各種学校等
以下のいずれかを満たす。
• 日本語教育機関における１年以

上の日本語学習歴
• 日本語能力試験Ｎ２相当以上
• 学校教育法第１条に規定する学

校（幼稚園を除く。）において１
年以上の教育

※日本語教育機関への入学の場合
「日本語教育の参照枠」における
Ａ１相当以上

• 在留者数：368,589人（2024年6月時点）
• ガイドライン

• 進学、進級で引き続き滞在の場合は、期間満了
までに「在留期間更新」の手続きが必要

• 「留学」の在留資格において就労は認められない
ものの、入管庁から「資格外活動許可」を受ける
ことでアルバイトが可能。

特定活動 ー

◆インターンシップ(告示9号)
学業等の一環として、日本の企業
等において実習を行う活動。

◆サマージョブ(告示12号)
学業の遂行及び将来の就業に資す
るものとして、夏季休暇等の期間
（３月を超えない期間）を利用し
て我が国の企業等の業務に従事す
る活動。

５年、３年、
１年、６月、
３月※出入国
管理及び難民
認定法第七条
第一項第二号
の告示（特定
活動告示）で
定める活動を
指定される者
に限る

ー ー

◆本邦大学等卒業者(告示46号)
法務大臣が指定する本邦の公私の機関
との契約に基づいて、当該機関の常勤の
職員として行う当該機関の業務に従事す
る活動（日本語を用いた円滑な意思疎
通を要する業務に従事するものを含み、
風俗営業活動及び法律上資格を有する
者が行うこととされている業務に従事する
ものを除く。）

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00159.html
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00047.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri10_00187.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities.html


外国人材の在留資格を知りたい
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特定技能 技能実習

深刻化する日本の人手不足に対応するため。 目的
国際貢献（日本で修習得した技術を母国へ持ち帰り、広めても
らう）のため。

1号：特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必
要とする技能を要する業務
2号：特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務

作業内容
人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移
転による国際協力を推進するためにふさわしい業務

1号が16分野、2号が11分野 職種 91職種167作業

1号：技能試験、日本語試験（N4等）の合格（技能実習2
号を良好に修了した外国人は試験等免除）
※介護、自動車運送業（タクシー・バス）及び鉄道（運輸
係員）は日本語試験に別途要件あり
2号：技能試験の合格。ただし日本語試験は不要（漁業及
び外食業分野は必要（N3））

試験技能
入国時の試験は特になし
（介護職のみ「日本語能力検定」N4レベルの合格が必要）

同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が
確認されている業務区分間において転職可能

働き方
転籍は原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場
合や、2号から3号への移行時は転籍可能

1号通算5年、2号上限なし 在留期間 1号1年以内、2号2年以内、3号2年以内(最長5年)

1号：×、
2号：要件を満たせば認められる

家族の帯同 ×

• 基本的には人数制限無し。
※「建設」は企業単位、「介護」は事業所単位の人数枠
の定めあり。

• 予測される人材不足の数に対して、必要な労働力を算出
した、分野ごとの受入れ見込み数（上限数）あり。

受入人数 常勤職員（雇用保険に加入している社員）数に応じて定めあり。

特定技能／技能実習（入管庁）

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/gi-tetuduki2.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/technicalinterntraining.html
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技術・人文知識・国際業務／特定活動告示46号（入管庁）

技術・人文知識・国際業務 特定活動告示46号（本邦大学等卒業者）

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の
自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文
科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の
文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従
事する活動（入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項
に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、
研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除
く。）

活動内容

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当
該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動
（日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するもの
を含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うことと
されている業務に従事するものを除く。）

○理系の技術・知識を要する業務
①システムエンジニア、②設計、③プログラム開発

○文系の技術・知識を要する業務
①会計、②営業、③企画、④コンサルティング

〇外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
①翻訳・通訳

※学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要
とする業務でなければならないため、飲食店での接客や工場
でのライン作業等は、基本的に認められない。

具体的な
業務例

○日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む業務
①飲食店において店舗管理や通訳を兼ねた接客
②工場のラインにおいて日本人社員から受けた作業指示を外国
人社員に対して伝達し自らもラインで業務を行う

※一定の要件を満たすことで、「技術・人文知識・国際業務」の
在留資格では認められていない幅広い業務に従事することが可
能である。
ただし従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業
務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定
水準以上の業務が含まれていること又は今後当該業務に従事す
ることが見込まれることが必要。

※契約機関の業務に従事する活動のみが認められ、派遣社員とし
て派遣先において就労活動を行うことはでない。

5年、3年、1年又は3月(更新回数に制限上限なし) 在留期間 5年、3年、1年又は3月(更新回数に制限上限なし)

扶養を受ける配偶者・子は可能、親は不可 家族の帯同 扶養を受ける配偶者・子は可能、親は不可

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities.html
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